
〇記帳代行手数料の基準 
 
項   目 単位 金額（円） 摘     要 

7,350 年間売上 1,000 万円未満 

9,450   〃   1,000 万円～2,000 万円 

11,550   〃   2,000 万円～3,000 万円 

12,600   〃   3,000 万円～5,000 万円 

14,700   〃   5,000 万円～7,000 万円 

15,750   〃   7,000 万円～10,000 万円 

記帳代行 月額 

21,000   〃   10,000 万円以上 

継続指導 年額 31,500 上限を 105,000 円とする 

決算・申告 １件 記帳代行料月額の３倍 

１件 3,150 年間売上 5,000 万円未満 
消 費 税 

〃 4,200   〃   5,000 万円以上 

そ の 他 １件 1,050 委託事業所の家族・従業員等の申告手数料 

 
上記の手数料はあくまでも基準額で、業務量に応じて増減額する事が出来るものとし、

具体的な額については、委託者との調整による。なお継続指導料については、主として

指導の難易度及び指導に要した時間を基準に算出し、売上高、所得並びに巡回指導回数

及びそれに要した時間についても考慮するものとする。 
 
上記手数料には消費税５％を含む。 
 
本基準は、原則として今後３年毎に見直しを行うものとする。 
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